
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時  ４月 ８日（火）１０時００分 

 発 表 項 目 

  

（ 行 事 名 ） 

令和７年度（2025 年度）第１回公立高等学校配置計画地域別検討協議会の開

催について 

 記者レクチャー 

  

 の お 知 ら せ 

(実施日時) 

 

 

  発 表 者  

  発表場所  

 

 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添のとおり、令和７年度（2025 年度）第１回公立高等学校配置計画地域

別検討協議会（Ｗｅｂ会議システム）を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参 考 

  

  

 

 

 

 

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 

 積極的な報道をお願いします。 

 報道関係者の取材については、日高合同庁舎 201 会議室においてお願い

します。 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

（場所） 

 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

日高教育局企画総務課長     茶畑 博之（TEL 0146-22-9480） 

日高教育局企画総務課総務係長 山本  真（TEL 0146-22-9481） 
 

４／21（水）の行事 

 



令和７年度（2025年度）第１回公立高等学校配置計画地域別検討協議会開催要項

（日高学区）

１ 趣 旨

公立高等学校の配置については、高校を取り巻く環境の著しい変化に伴い、様々な課

題がみられる。これらの課題の解決に向けて、日高学区の町関係者及び学校関係者並び

に経済団体関係者等と意見を交換し、地域との連携を深めるため、本協議会を開催する。

２ 議 題

(1) 公立高等学校配置計画の考え方並びに日高学区の現状及び課題について

(2) その他

３ 参加対象

各町長、各町教育委員会教育長、各公立高等学校長、各町中学校長代表者、各町小学

校長代表者、ＰＴＡ関係者、経済団体代表者

４ 開催日時

令和７年（2025年）４月21日（月）14:00～15:30

５ 日 程

14:00 14:45 14:55 15:30

説明・協議① 休憩 説明・協議②

（45分） （10分） （35分）

６ 開催方法

Ｗｅｂ会議システム（Zoom）

７ 協議会の公開

協議会は公開とし、希望者がある場合は個人パソコンから傍聴を認める。

なお、傍聴については、別添「『地域別検討協議会』の傍聴に係る取扱い」（平成17年

４月18日日高教育局長決定）により行うこととする。



別紙

令和7年（2025年）

4月23日(水) 空知教育局　企画総務課総務係

令和7年（2025年） 電話番号（直）：０１２６－２０－０１３０

4月30日(水)

令和7年（2025年） 石狩教育局　企画総務課総務係

4月24日(木) 電話番号（直）：０１１－２０４－５８６８

令和7年（2025年） 後志教育局　企画総務課総務係

4月22日(火) 電話番号（直）：０１３６－２３－１９７６

令和7年（2025年）

4月21日(月) 胆振教育局　企画総務課総務係

令和7年（2025年） 電話番号（直）：０１４３－２４－９８８８

4月16日(水)

令和7年（2025年） 日高教育局　企画総務課総務係

4月21日(月) 電話番号（直）：０１４６－２２－９４８１

令和7年（2025年） 渡島教育局　企画総務課総務係

4月22日(火) 電話番号（直）：０１３８－４７－９５７６

令和7年（2025年） 檜山教育局　企画総務課総務係

4月30日(水) 電話番号（直）：０１３９－５２－６５２1

令和7年（2025年）

4月17日(木) 上川教育局　企画総務課総務係

令和7年（2025年） 電話番号（直）：０１６６－４６－４９４２

4月21日(月)

令和7年（2025年） 留萌教育局　企画総務課総務係

4月16日(水) 電話番号（直）：０１６４－４２－８３９８

令和7年（2025年） 宗谷教育局　企画総務課総務係

4月25日(金) 電話番号（直）：０１６２－３３－３７４８

令和7年（2025年）

4月30日(水)

令和7年（2025年） オホーツク教育局　企画総務課総務係

4月24日(木) 電話番号（直）：０１５２－４１－０７５３

令和7年（2025年）

4月23日(水)

令和7年（2025年） 十勝教育局　企画総務課総務係

4月25日(金) 電話番号（直）：０１５５－２７－８６２７

令和7年（2025年） 釧路教育局　企画総務課総務係

4月23日(水) 電話番号（直）：０１５４－４３－９２７１

令和7年（2025年） 根室教育局　企画総務課総務係

4月22日(火) 電話番号（直）：０１５３－２４－５８３０

空知南 10時00分 ～ 11時30分

令和７年度（2025年度）第１回公立高等学校配置計画地域別検討協議会開催日程

学区 開催日 開催時間 所管教育局（担当）

空知北 10時00分 ～ 11時30分

石　狩 9時30分 ～ 11時00分

後　志 10時00分 ～ 11時30分

胆振西 10時00分 ～ 11時30分

胆振東 10時00分 ～ 11時30分

日　高 14時00分 ～ 15時30分

渡　島 14時00分 ～ 15時30分

檜　山 10時00分 ～ 11時30分

上川南 10時00分 ～ 11時30分

上川北 10時00分 ～ 11時30分

留　萌 14時00分 ～ 15時30分

宗　谷 10時00分 ～ 11時30分

ｵﾎｰﾂｸ中 14時00分 ～ 15時30分

ｵﾎｰﾂｸ東 14時00分 ～ 15時30分

ｵﾎｰﾂｸ西 14時00分 ～ 15時30分

十　勝 14時00分 ～ 15時30分

釧　路 10時00分 ～ 11時30分

根　室 10時00分 ～ 11時30分



 

 「地域別検討協議会」の傍聴に係る取扱い

 

　　　　　　　　　　　　 　                  （平成17年４月18日日高教育局長決定）

　　　　                                     （令和３年４月６日　　　　一部改正）

 

１　傍聴は20名以内とし、先着順とします。ただし、報道関係者については別に傍聴を認

 めます。

 

 ２　傍聴を申し込む際には、氏名、住所、電話番号を申し出てください。

 

３  次の各号に該当する場合は、傍聴することはできません。

 (1)  酒気を帯びていると認められる場合。

 (2)  会議の妨害となると認められる物を携帯している場合。

 (3)  前２号のほか、主催者において傍聴を不適当と認める場合。

 

４  傍聴人は次に掲げる行為をしてはなりません。

 (1)  みだりに傍聴席を離れること。

 (2)  飲食すること。

 (3)  私語、談話、拍手等をすること。

 (4)  写真を撮影し、又は録音をすること。

    　ただし、主催者の許可を受けた場合はこの限りではありません。

 (5)  Ｗｅｂ会議では、主催者の許可なく、ビデオやマイクをオン設定とすること。

 (6)  Ｗｅｂ会議では、傍聴を許可していない者に対して、会議を視聴させること。

 (7)  前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

 

５　主催者は、傍聴人が前記の規定に違反したときは、退場させることができるものとし

 ます。

 

６　Ｗｅｂ会議では、傍聴人が前記４の規定に違反し、主催者の指示に従わないときは退

 室させることができるものとします。

 

 ７　以上のほか、傍聴人は主催者の指示に従わなければなりません。

 

 

 　　　附則

　この規程は、令和３年４月６日から施行する。


